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年
度
通
所
訓
練
生 

２１を

募

集

　
【
募
集
事
業
】①
地
域
活
動
支
援

セ
ン
タ
ー
事
業
（
旧・

知
的
障
害

者
通
所
訓
練
）
②
就
労
移
行
支
援

事
業

　
【
対
象
】①
が
原
則　

歳
以
上
で

１８

知
的
障
害
の
あ
る
方
、
②
が
原
則

　

歳
以
上
で
知
的
障
害
の
あ
る
方

１８で
、
一
般
就
労
や
福
祉
的
就
労
を

希
望
し
訓
練
等
給
付
の
支
給
を
受

け
た
方

　
【
募
集
人
員
】い
ず
れ
も
若
干
名

　
【
利
用
期
間
】①
が　

年
４
月
１

２１

日
か
ら
最
長
３
年
間
、
②
が
受
給

者
証
に
記
載
さ
れ
た
訓
練
等
給
付

の
支
給
期
間

　
【
活
動
内
容
】①
が
日
常
生
活
の

自
立
訓
練
等
、
②
が
就
労
に
向
け

た
訓
練
・
支
援

　

申
し
込
み
は　

月
１
日
（
月
）

１２

〜　

日
（
水
）
に
、
同
セ
ン
タ
ー

１０
に
備
え
付
け
の
申
込
用
紙
に
記
入

の
上
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
②

を
希
望
す
る
方
は
、
障
害
者
自
立

支
援
法
に
基
づ
く
手
続
き
が
必
要

　
【
募
集
住
戸
】今
回
は
家
族
向
の

み
で
す
。
南
町
一
丁
目
＝
１
戸

　
【
申
込
資
格
】次
の
す
べ
て
に
該

当
す
る
方
。
①
申
込
者
本
人
が
市

内
に
居
住
す
る
成
年
者
（　

歳
未

２０

満
の
既
婚
者
含
む
）
②
同
居
親
族

が
い
る
こ
と
③
世

帯
の
合
計
所
得
が

基
準
額
内
④
住
宅

に
困
っ
て
い
る
⑤

世
帯
全
員
が
暴
力

団
員
で
な
い

　
【
募
集
案
内
等
の
配
布
】　

月　
１１

１７

日
（
月
）
〜　

日
（
金
）
に
、
都

２１

　

恩
給
欠
格
者
、
戦
後
強
制
抑
留

者
、
引
揚
者
の
「
ご
本
人
」
に
、

「
特
別
慰
労
品
」
を
贈
呈
し
て
い

ま
す
（
ご
遺
族
の
方
は
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
）。
引
揚
者
は
、終
戦
の

納税にご協力を
　１２月１日（月）は、国民健康保険

税第５期、後期高齢者医療保険料第

５期の納期限です。最寄りの金融機

関・郵便局でお納めください。

　詳しくは納税課�４７０・７７２９へ。

　

市
で
は
、
障
害
者
自
立
支
援
法

第　

条
に
基
づ
き
、　

年
３
月
に

８８

１９

東
久
留
米
市
障
害
福
祉
計
画
（　
１８

年
〜　

年
度
〈
第
一
期
〉）
を
策
定

２０

し
ま
し
た
。
同
計
画
は　

年
度
ま

２０

で
で
、
３
年
ご
と
に
見
直
し
を
行

う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
東
久
留
米
市
第
二
期

障
害
福
祉
計
画
の
策
定
に
当
た
り
、

当
事
者
や
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
意

見
を
盛
り
込
め
る
よ
う
、
同
計
画

策
定
に
関
す
る
懇
談
会
を
開
催
し

ま
す
。
懇
談
会
で
は
、
同
計
画
の

概
要
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
ぜ

ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】　

月　

日
（
日
）
午
後

１１

３０

１
時
〜
３
時

　
【
会
場
】市
役
所
７
階
７
０
１
会

議
室

　

当
日
直
接
会
場
へ
（
申
し
込
み

不
要
）。

　

詳
し
く
は
障
害
福
祉
課�
４
７

０
・
７
７
４
７
へ
。

　

こ
れ
ら
の
保
育
施
設
は
、
都
ま

た
は
市
の
設
置
基
準
を
満
た
し
、

安
全
面
や
衛
生
面
に
十
分
配
慮
し

て
運
営
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
都

お
よ
び
市
が
運
営
費
の
一
部
を
補

助
し
て
い
ま
す
。
利
用
を
希
望
す

る
方
は
、
各
保
育
施
設
へ
直
接
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
（
下
表
参

照
）。

認
証
保
育
所
Ａ
型
・
Ｂ
型

　

大
都
市
特
有
の
多
様
な
保
育
ニ

ー
ズ
に
柔
軟
に
応
え
る
た
め
、
都

が
独
自
の
基
準
を
設
け
て
認
証
し

た
保
育
所
で
す
。
一
人
当
た
り
の

面
積
や
職
員
配
置
基
準
等
は
認
可

保
育
所
の
基
準
に
準
じ
て
い
ま
す
。

入
所
に
関
し
て
は
、
就
労
証
明
・

所
得
証
明
が
必
要
の
な
い
Ａ
型

（
零
歳
〜
未
就
学
児
）
と
必
要
な

Ｂ
型
（
零
歳
〜
２
歳
児
）
が
あ
り

ま
す
。

保

育

室

　

定
員　

人
未
満
の
小
規
模
な
保

３０

育
施
設
で
、
柔
軟
で
き
め
細
や
か

認証保育所・保育室・家庭福祉員一覧

定員電話番号所在地・住所名称・氏名

３０人４７５・０７７０
東本町１５－２ブランシー

ル第３東久留米１階

東久留米プチ・クレ

イシュ（Ａ型）
認
証
保
育
所 １７人４７５・３３５３

東本町８－１０誠ビル１

階

つくし共同保育園

（Ｂ型）

１２人４７１・７４０２金山町２－１０－２０たんぽぽ保育園
保
育
室

　５人４２３・７１４０学園町一丁目浜名　紹代

家
庭
福
祉
員

　５人４７５・９５８７前沢二丁目宮 　ミチ子﨑

　４人４５８・１４７７前沢三丁目橋本　聖子

　５人０８０・
３１２７・５９３２浅間町三丁目佐々木　真弓

　５人４７６・２４２８柳窪五丁目相澤　美香

　５人４５７・８９６６中央町一丁目滝澤　亜弓

　２人４７５・１０７９南町三丁目金澤　羊子 ※注１

保育対象年齢は、認証保育所Ａ型は零歳～就学前、Ｂ型は零歳～２歳。

保育室・家庭福祉員は零歳～２歳（入所時）です。

※注１…１２月１日から新規開設予定です。

家

庭

福

祉

員

　

保
育
士
や
教
員
の
資
格
を
持
つ

保
育
経
験
の
豊
富
な
方
た
ち
で
、

自
宅
等
に
育
児
専
用
室
を
設
け
て
、

３
歳
未
満
の
お
子
さ
ん
を
お
預
か

り
し
て
い
ま
す
。
家
庭
的
な
雰
囲

気
の
中
で
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
を
大
切

に
し
、
散
歩
や
外
遊
び
に
も
出
掛

け
て
伸
び
伸
び
と
保
育
し
て
い
ま

す
。

都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都
営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営
住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住
宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅
入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入
居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居
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都
営
住
宅
入
居
者

（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（
地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地
元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元
）））））））））））））））））））））
募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募
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（
地
元
）
募
集

市
計
画
課
（
市
役
所
５
階
）、
上
の

原
・
ひ
ば
り
が
丘
・
滝
山
の
各
連

絡
所
で

　

申
し
込
み
は　

月　

日
（
水
）

１１

２６

ま
で
に
（
必
着
）、
募
集
案
内
に
同

封
の
申
込
用
紙
・
封
筒
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
同
課
へ
郵
送
を
。

窓
口
で
の
受
け
付
け
は
で
き
ま
せ

ん
。

　

詳
し
く
は
同
課
計
画
調
整
係�

４
７
０
・
７
７
６
２
へ
。

の
な
い
命
」
を
大
切
に
す
る
こ
と

に
よ
り
、
人
権
を
尊
重
す
る
社
会

を
築
い
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。

　
【
開
催
日
時
】　

月
６
日（
土
）午

１２

後
２
時
〜
４
時

　
【
会
場
】
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル
・

市
役
所
１
階
屋
内
ひ
ろ
ば

　
【
内
容
】
第
一
部
＝
小
・
中
学
生

の
人
権
作
文
・
標
語
・
ポ
ス
タ
ー

の
入
賞
者
表
彰
式
、
意
見
発
表
会

▽
第
二
部
＝
生
徒
・
学
校
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

　
【
入
場
料
】
無
料

　

当
日
直
接
会
場
へ
。

　

詳
し
く
は
指
導
室�
４
７
０
・

７
７
８
１
ま
た
は
生
活
文
化
課�

４
７
０
・
７
７
３
８
へ
。

医
療
行
為
を
終
え
、
症
状
が
安
定

し
て
い
る
③
介
護
保
険
に
よ
る
サ

ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
な
い

　
【
利
用
回
数
】
月
２
回

　

申
し
込
み
は
随
時
同
セ
ン
タ
ー

日
ま
で
引
き
続
き
１
年
以
上
外
地

で
生
活
し
て
い
て
、
戦
後
引
き
揚

げ
て
き
た
家
族
全
員
が
対
象
で
す
。

　

請
求
期
限
は　

年
３
月　

日
ま

２１

３１

で
で
す
。
未
請
求
の
方
は
早
急
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
請

求
書
等
は
福
祉
総
務
課
窓
口
（
市

役
所
１
階
）
に
あ
り
ま
す
。

　

資
格
要
件
等
の
問
い
合
わ
せ
は
、

独
立
行
政

法
人
平
和

祈
念
事
業

特
別
基
金

フ
リ
ー
ダ

イ
ヤ
ル�

０
１
２
０
・

２
３
４
・
９

３
３
（
月
曜
〜
金
曜
日
午
前
９
時

　

分
〜
午
後
５
時　

分
。
た
だ
し

１５

１５

土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
は
休
み
）

へ
。

　

詳
し
く
は
福
祉
総
務
課
福
祉
政

策
係�
４
７
０
・
７
７
４
１
へ
。

で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
セ
ン
タ
ー�
４
７

７
・
２
７
１
１
（
フ
ァ
ク
ス
４
７

７
・
２
７
５
０
）
へ
。

市職員、公的機関を装った還付金詐欺が増　市職員、公的機関を装った還付金詐欺が増

えています。行政機関ではお金を還付する際えています。行政機関ではお金を還付する際

に、ＡＴＭでの操作を求めることはありませに、ＡＴＭでの操作を求めることはありませ

ん。もし、このような電話があっても、絶対ん。もし、このような電話があっても、絶対

に振り込まないでください。に振り込まないでください。

詳しくは消費者センター　詳しくは消費者センター��４７３・４５０５へ。４７３・４５０５へ。

還付金詐欺に還付金詐欺に
ご注意ください！ご注意ください！

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

に
は
時
効
が
あ
り
ま
す

　

国
民
年
金
に
は
、
老
後
の
生

活
の
た
め
に　

歳
か
ら
支
給
さ

６５

れ
る
「
老
齢
基
礎
年
金
」、
思
わ

ぬ
事
故
や
病
気
で
障
害
が
残
っ

た
と
き
に
支
給
さ
れ
る
「
障
害

基
礎
年
金
」、被
保
険
者
が
亡
く

な
っ
た
と
き
支
給
さ
れ
る
「
遺

族
基
礎
年
金
」
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
年
金
を
受
け
る
た

め
に
は
、
保
険
料
を
納
め
て
い

く
こ
と
が
必
要
で
す
。
納
め
忘

れ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、

２
年
１
カ
月
で
時
効
に
な
り
、

時
効
を
過
ぎ
る
と
納
め
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

も
う
一
度
お
手
元
の
領
収
証

書
や
預
金
通
帳
、
社
会
保
険
料

控
除
証
明
書
な
ど
で
納
め
忘
れ

が
な
い
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

納
付
書
を
お
持
ち
で
な
い
場

合
は
武
蔵
野
社
会
保
険
事
務
所

に
電
話
で
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

銀
行
、
郵
便
局
、
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
で
支
払
い
が
で
き

ま
す
。
市
保
険
年
金
課
で
は
納

付
書
の
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
。

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

が
困
難
な
方
は
免
除
制
度

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

国
民
年
金
に
は
保
険
料
の
納

付
が
困
難
な
方
の
た
め
に
、
申

請
免
除
・
納
付
特
例
・
納
付
猶

予
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

①
申
請
免
除
（
全
額
免
除
・

一
部
免
除
）
＝
被
保
険
者
・
配

偶
者
お
よ
び
世
帯
主
の
前
年
の

収
入
が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
、

本
人
の
申
請
に
よ
り
受
け
ら
れ

ま
す

　

②
若
年
者
納
付
猶
予
＝
被
保

険
者
（　

歳
未
満
）・
配
偶
者
の

３０

前
年
の
収
入
が
一
定
基
準
以
下

の
場
合
、
申
請
し
て
受
け
ら
れ

ま
す

　

※
①
と
②
は
、　

年
７
月
〜

２０

　

年
６
月
分
の
申
請
を
受
け
付

２１け
て
い
ま
す
。

　

③
学
生
納
付
特
例
＝
大
学
・

短
大
・
専
修
学
校
等
に
通
っ
て

い
る
学
生
で
、
前
年
の
収
入
が

一
定
基
準
以
下
の
場
合
、
本
人

の
申
請
に
よ
り
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

年
４
月
〜　

年
３
月
分
の
申

２０

２１

請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

　

い
ず
れ
の
制
度
も
、
承
認
さ

れ
た
期
間
は　

年
間
さ
か
の
ぼ

１０

っ
て
追
納
が
で
き
ま
す
（
一
部

免
除
に
つ
い
て
は
一
部
納
付
し

た
場
合
に
限
り
ま
す
）。
た
だ
し
、

承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌
年
度

か
ら
起
算
し
て
、
３
年
度
目
以

降
に
追
納
す
る
場
合
は
、
経
過

期
間
に
よ
り
一
定
の
額
が
保
険

料
に
加
算
さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
保

年
金
資
格
係�
４
７
０
・
７
７

３
２
ま
た
は
武
蔵
野
社
会
保
険

事
務
所�
０
４
２
２
・　

・
１

５６

４
１
１
へ
。
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第二期障害福祉計画

策定に関する
懇談会を開催します

　

今
年
は
世
界
人
権
宣
言　

周
年

６０

で
す
。
私
た
ち
は
だ
れ
も
が
「
幸

せ
に
暮
ら
し
た
い
」「
人
間
ら
し
く

生
き
た
い
」
と
願
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
願
い
を
実
現
す
る
た
め
に
、

無
く
て
は
な
ら
な
い
権
利
が
「
基

本
的
人
権
」
で
す
。
お
互
い
を

「
思
い
や
る
心
」
と
「
か
け
が
え

　

月
６
日（
土
）

１２

人
権
週
間
市
民
の
つ
ど
い

人
権
週
間
市
民
の
つ
ど
い

さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

入

浴

サ

ー

ビ

ス

　
【
対
象
】家
庭
で
入
浴
が
困
難
な

市
内
在
住
の
お
お
む
ね　

歳
以
下

６４

で
、
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

①
身
体
に
障
害
が
あ
る
（
身
体
障

害
者
手
帳
１
・
２
級
）
②
一
定
の

認
証
保
育
所

保　

育　

室

家
庭
福
祉
員

な
保
育
を
特
徴
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
子
ど
も
た
ち
一
人
ひ
と
り

の
個
性
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
集

団
生
活
の
ル
ー
ル
も
身
に
付
け
ら

れ
る
よ
う
に
心
掛
け
て
い
ま
す
。

ををををををををををををををををををををを
紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹
介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介
ししししししししししししししししししししし
ままままままままままままままままままままま
すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

を
紹
介
し
ま
す

「特別慰労品」「特別慰労品」
の請求をされての請求をされて
いない方へいない方へ


